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第三者割当による自己株式処分の募集事項 

の決定を取締役会に委任する件に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年６月 10 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の定時株主

総会に、下記のとおり「第三者割当による自己株式処分の募集事項の決定を取締役会に委任す

る件」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 付議議案の内容 

（１） 
処 分 の 目 的 

及 び 理 由 

当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への役職

員の貢献意欲や士気を高める目的として、当社従業員持株

会等への割当を想定し、自己株式処分を行うものです。処

分価格については、上場時以降株価の変更がないことから

上場時株価としております。 

（２） 
処分する株式の種類 

及 び 数 の 上 限 
当社普通株式 2,000 株 

（３） 処 分 価 額 の 下 限 １株につき 4,000 円 

（４） 処 分 総 額 8,000,000 円 

（５） 処 分 方 法 第三者割当の方法による 

（６） 
募 集 事 項 の 

決 定 の 委 任 

上記に定めるもののほか、処分株式の募集事項については、

当社取締役会決議により決定する。 

 会社法第 199 条及び第 200 条に基づき、次のとおり自己株式処分の募集事項の決定を当社取

締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。 

 

２． 日程（予定） 

    定時株主総会開催日 2022 年６月 29 日（水） 

以上 


